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第９回水俣市農業委員会 

 

１ 開催場所 庁舎３階会議室ＡＢＣ 

２ 開催日時 

  開会 

  閉会 

令和６年３月８日 

   ９時３０分 

１０時３６分 

３ 出席委員    

 農業委員 １２名 １番 坂本 隆司 君 

２番 竹下 正治 君 

３番 中村 清治 君 

４番 金田一充章 君 

５番 渕上 正嗣 君 

６番 寒川 勝  君 

７番 山内 英明 君 

９番 戸次 治夫 君 

１０番 稲田 祐市 君 

１１番 廣島 康雄 君

１２番 前田 仁  君 

１３番 山下 隆敏 君 

 推進委員 １４名 １５番 宮森 功房 君 

１６番 蒔元 政廣 君 

１７番 竹本 義幸 君 

１８番 嶋田 一成 君 

１９番 岡本 成道 君 

２０番 中村 幸充 君 

２１番 鐘ヶ江鼓子 君 

２２番 池田 郁雄 君 

２３番 松本 公昭 君 

２４番 森下 義孝 君 

２５番 坂口 新一 君 

２６番 山口 初憲 君 

２７番 古里 君廣 君 

２８番 山澤 親德 君 

４ 欠席委員    

 農業委員  ２名 ８番 西本 和代 君 １４番 鬼塚 浩三 君 

 推進委員  ０名   

５ 議事日程    

 第１ 議事録署名委員の選出   

 第２ 議第３０号 農地法第３条の許可申請について 

議第３１号 農地法第５条の許可申請について 

議第３２号 農用地利用集積計画の申出について 

議第３３号 農用地利用集積等促進計画の申出について 

６ 農業委員会事務局 

 局  長  山村 良一 

次   長  大川 尊 

主  任  山内 哲郎 

主  任  山本 千夏 

 

 

 

 

 

 



議 長 

（坂本隆司君） 

只今より、第９回水俣市農業委員会会議を開催いたします。 

本日出席の農業委員は、１２名です。 

欠席者は、８番、西本委員、１４番、鬼塚委員です。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、

本日の会議は成立いたしました。 

本日の署名委員は、５番、渕上委員、６番、寒川委員にお願いし

ます。 

なお、農地利用最適化推進委員は、１４名です。 

報告事項に入る前に、農業委員会憲章を指名した委員に読み上げ

ていただきます。 

本日は、９番、戸次委員にお願いします。 

 

９番委員 

（戸次治夫君） 

農業委員会憲章 

１つ、農業員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村

基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。 

 

議 長 続きまして、報告事項について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局次長 

（大川尊君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、事務局次長。 

 

事務局次長 報告事項について、ご説明申し上げます。 

報告事項（１）農地転用許可後の工事の完了について、でござい

ます。 

議案書は、1ページになります。 

３件ございます。 

それぞれ、表の左から２列目の会議日に御審議いただき、その後、

隣の列の日付で、許可を受けた件につきまして、右側から２列目の

日付で、工事完了報告書の提出がありました。 

そこで、右端の事務局確認日におきまして、現地を確認しました

ところ、許可内容のとおり工事が完了していましたので、御報告申

し上げます。 

次に、報告事項（２）合意解約通知について、でございます。 

議案書は、２ページになります。 

１件でございます。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑で、面積は２，８５０㎡の内９００㎡

です。 

合意解約日は、令和６年２月１日で、解約の理由は、畑管理が困

難となったためですが、本件は、次の借人が決まっておりますので、

後程、議第３２号の農地利用集積計画の申し出についての新規３番

において、御審議いただくこととなっております。 



農地の場所につきましては、議案書３ページをご覧ください。 

以上で、報告事項を終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

報告事項が終わりましたので、只今より議事に入ります。 

議第３０号、農地法第３条の許可申請について、を議題といたし

ます。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

２番委員 

（竹下正治君） 

 

はい、議長。 

議 長 はい、２番、竹下委員にお願いします。 

 

２番委員 議第３０号、農地法第３条の許可申請についてご説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、６２５㎡。 

譲受人の状況は、議案書の記載のとおりです。 

市外から、農地付き住宅ですか、３年前に水俣に来られて、畑を

耕作されていました。 

仮登記はしてありましたが、下限面積が廃止されましたので、今

度、登録をされるということで出てきた案件です。 

所有権移転は、売買ですね。 

農地を開墾されて、７割を耕作されていますが、今後すべてを開

墾されて畑にしたい、というような話をされておりました。 

申請地は、議案書６ページをご覧ください。 

道路から入り、車が通らない道ですが、そこを上がって行った所

にあります。 

住宅の横、家のとなりにある農地です。 

現地調査を３月４日に、本人と私と宮森推進委員、事務局２名で

行いました。 

周辺の農地も荒れた状態の所が多いんですが、車が入らない場所

で、草刈り機と耕運機を持っておられまして、野菜を栽培されてお

られました。 

従いまして、農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可要件

は満たしていますので、御審議の程よろしくお願いします。 

引き続き、私のほうで説明させていただきます。 

農地法第３条の許可申請の２番について説明します。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積が、合計で７，３１７㎡です。 

譲受人の状況は、記載のとおりですが、ここの譲受人は、譲渡人

の姪御さん夫婦で、現在は譲渡人の果樹園を手伝いながら、消毒、

収穫、出荷等をされておられるそうです。 



譲渡人が高齢になり、若い人に譲られるそうで、経営移譲となり

ます。 

申請地は、７ページをご覧ください。 

駐車場から上の方にある果樹園です。 

少し離れた所にもあり、管理もしやすい場所でもあります。 

現地調査を３月４日に、私と事務局、推進委員、行政書士と譲渡

人で行いました。 

圃場は、甘夏が植えられていて、大きな倉庫があり、機械類もす

べて揃っております。 

今後も譲受人が指導していくと言われておりましたので、安心で

きると思います。 

また、地元推進委員にも伺いましたが、譲渡人は、頑張り屋でよ

く管理されています、と褒めておられました。 

通作距離も問題はありません。 

従いまして、農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可要件

は満たしていますので、御審議の程よろしくお願いします。 

 

議 長 担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は、ご

ざいませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第３０号、農地法第３条

の許可申請については、許可してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第３０号、農地法第３条の許可申

請については、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許

可書を交付することに決定いたします。 
次に移ります。 

議第３１号、農地法第５条の許可申請について、を議題といたし

ます。 

担当委員の説明をお願いします。 

 

２番委員 

 

はい、議長。 

議 長 

 

はい、２番、竹下委員にお願いします。 

２番委員 議第３１号、農地法第５条の許可申請１番についてご説明いたし

ます。 



 譲渡人、譲受人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目は畑、現況は雑種地です。 

面積が４５９㎡となっています。 

転用目的は、個人住宅。現在は、借家に家族２人で居住している

が、今年子供が生まれるため、借家では手狭になるので、申請地に

住宅を新築するものです。 

申請地は、第３種農地で所有権移転になります。 

譲渡人については、工事のため、工事事務所に貸しておられまし

て、その後にまた復旧されたんですが、草対策ということで砂利を

入れてあったので、現況が雑種地になっています。 

それで始末書を添付されていますので、よろしくお願いします。 

施設概要は、記載のとおりです。 

議案書１０ページをご覧ください。 

現地は、公道と工業水路に囲まれた状態で、周りも宅地になって

いますので、問題はないと思います。 

３月４日に現地調査を、不動産業者と事務局２名、私達２名で行

いました。 

雨水、排水は、直ぐ近くに市の側溝がありますので、そちらの方

に流されます。 

 生活排水、汚水等は、浄化槽を設置して対応されるそうです。 

 現地調査の結果、農地法第５条の転用に係る許可申請基準により、

個人住宅を建築しても問題ないと判断して参りましたので、御検討

をよろしくお願いいたします。 

 

１２番委員 

（前田仁君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 

 

はい、１２番、前田委員にお願いします。 

 

１２番委員 

 

同じく、議案書９ページの議題３１号農地法第５条の許可申請２

番について、御説明いたします。 

譲渡人、譲受人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳が田。現況は、田と一部雑種地となっています。 

転用面積は、１，２１５㎡です。 

転用目的、転用理由につきましては、現在隣接する土地を、資材

置き場等に利用していますが、土地の形状が細長い為、有効面積が

狭く、工事用資材や工事で発生する土の仮置き等に充分対応できな

いことから、埋め立てて資材等の置き場として面積を確保したいと

のことでした。 

農地は、第２種農地で、所有権移転を伴うものですが、現在一部

を許可なく盛土している為、始末書を添付しています。 

施設の概要、資金については、議案書記載のとおりです。 

現地の確認調査は、３月４日に譲受人、事務局より２名、池田推

進委員と私、５名で行いました。 

申請地の場所は、議案書１２ページをご覧ください。 



交差点を、約７００～８００ｍ行った道路の下で、現在まで耕作

放棄地となっていました。 

土地の配置図については、申請地の隣接地は、既に盛土されて資

材置場として利用されています。 

また、排水については、図面の上のほうにある、農地との間にあ

ります既存の排水路に流すとのことです。 

許可なく盛土している所は、申請地に一部、盛土してありました。 

また、申請地の東側に隣接する農地には、日照の影響は殆ど無い

と思われ、転用しても何ら問題ないと判断しました。 

よって、農地法第５条の転用に係る許可基準から、何ら問題ない

と思われますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

 

担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長  関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見はござ

いませんか。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 御質疑、御意見もないようですので、議第３１号、農地法第５条

の許可申請については、農地転用の許可基準を満たしておりますの

で、許可してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

議 長 御異議もないようですので、議第３１号農地法第５条の許可申請

については、許可書を交付することに決定します。 

次に移ります。 

議第３２号農用地利用集積計画の申出について、を議題といたし

ます。 

 担当委員は、新規、再設定、一括方式併せて、説明をお願いしま

す。 

 

６番委員 

（寒川勝君） 

 

はい、議長。 

 

議 長 はい、６番、寒川委員にお願いします。 

 

６番委員 

 

議第３２号農用地利用集積計画、利用権新規設定申出の１番につ

いて説明します。 

議案書１５ページをご覧ください。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

土地は２筆あります。 



一筆目の農地の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積が１，５３４㎡となっています。 

二筆目の農地の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積は、１，２５５㎡です。 

合計で２，７８９㎡になっています。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

５年間です。 

利用目的は、水稲。利用権の種類は、賃借権です。 

借賃は、全体で籾２３０㎏となっています。 

申請地は、議案書１８ページをご覧ください。 

市道を上り、約１㎞弱くらいの所の右側で、川が流れていますが、

その川向う側になっています。 

ここは昔、棚田でしたが、今は圃場整備をされて、非常に利便性

もよくて、耕作しやすい田んぼになっています。 

借人は、経営面積、自作地と借入地を合わせて、３，２６９㎡を

一人で耕作されておられます。 

非常に農業に熱心に取り組んでおられまして、周囲の人にも、模

範となるような方です。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満た

していると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

続きまして、議第３２号農用地利用集積計画の利用権一括方式の

１番と２番について説明します。 

転借人は、議案書１番２番ともに、同一人物ですので、一緒に説

明します。 

議案書１番、貸人、転借人は、記載のとおりです。 

熊本県農業公社を転貸人として、貸借するものです。 

土地は、２筆あります。 

一筆目の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積が、３，３２２㎡です。 

二筆目の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積は、１，１２２㎡です。 

合計で、４，４４４㎡になっています。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１６年３月３１日までの

１０年間です。 

利用目的は、水稲。利用権の種類は、賃借権です。 

借賃は、全体で玄米１２０㎏です。 

次に、議案書２番です。 

貸人と転借人は、記載のとおりです。 

こちらも熊本県農業公社を転貸人とし、貸借するものです。 

３筆あります。 

一筆目の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積は、５９３㎡です。 

二筆目の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積は、１３９㎡です。 

三筆目の地目は、台帳現況ともに田です。 

面積が、３，２３８㎡です。 



合計３，９７０㎡となっています。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１６年３月３１日までの

１０年間です。 

利用目的は、水稲。利用権の種類は賃借権です。 

借賃は、全体で玄米９０㎏となっています。 

申請地は、議案書２６ページをご覧ください。 

道路を５００ｍほど行くと、右折する道路があります。 

そこを入って行くと、川が流れているのですが、その川沿いにあ

るのが、２番の土地です。 

川の橋を渡って、１０ｍ行った所の左右にあるのが、１番の土地

です。 

転借人は、経営面積が、自作地６，６５３㎡を一人で耕作されて

います。 

農業に真摯に取り組んでおられます。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満た

していると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長 次は、私が担当ですので、私から説明します。 

 

１番委員 

（坂本隆司君） 

新規２番、一括方式３番の説明をします。 

議案書１５ページをご覧ください。 

議第３２号農用地利用集積計画申出の２番について説明します。 

貸人、借人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目、台帳は田、現況は畑です。 

面積が、１，２６８㎡。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

期間５年間です。 

利用目的は、野菜です。 

借賃は、無償で、利用権の種類は、使用貸借権です。 

申請地は、議案書１９ページをご覧ください。 

橋を渡る手前を左折したところです。 

この農地の相談を受けたので見に行きましたが、草は綺麗に払っ

てありますが、去年まで菜の花を作っていたのかなと思います。 

今は草払いされて綺麗になっていますが、耕作はされていません。 

申請人は、一昨年から新規就農されています。 

農地も持っていなくて新規就農されて、玉葱の苗床の後にソラマ

メから始めて、現在はソラマメと玉葱を栽培されて、頑張っておら

れます。 

土地がなくて就農されていますので、利用権をしてあげないと先

に進みませんので。 

そういう所があれば、進めてもらえれば助かると思います。 

申請人は、兄弟で頑張っていて、弟のほうが就農を早くされて、

その刺激を受けて新規就農されて頑張っておられますので、頼もし

いところです。 

従いまして、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件



を満たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、一括方式の議案書１７ページをご覧ください。 

議第３２号農用地利用集積計画の申出の利用権一括方式の３番に

ついて説明します。 

貸人、借人、土地の所在は、記載のとおりです。 

４筆とも、台帳現況ともに畑です。 

面積が、合計６，６５１㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和２１年３月３１日までの

期間１５年間。 

利用目的は、ブドウです。 

借賃は、議案書記載のとおりです。 

利用権の種類は、賃借権です。 

申請地は、議案書２７ページをご覧ください。 

一筆は、道路を下り、工事中の所から、３００ｍくらい下った所、

左上です。 

もう一筆が、道路を真直ぐ行き、下った所の反対側です。 

借賃は、記載のとおりでありますが、シャインマスカットの栽培

で、ハウスになっていますので高額になっています。 

申請人は、農協の継承事業、補助事業でしておられます。 

最初は、３条申請をされていたんですけど、途中で亡くなられて

なかなか進まなかったのですが、現在は相続も済み、娘さんになっ

て、最終的には利用権になりました。 

本人は、３条をしたかったのですが、やっと借りる事が出来て、

ホッとされているところだと思います。 

研修もされて、他からの移住ですので、頑張っておられます。 

従いまして、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたし

ます。 

 

１０番委員 

（稲田祐市君） 

はい、議長。 

 

 

議 長 はい、１０番、稲田委員にお願いします。 

 

１０番委員 

 

議第３２号農用地利用集積計画の利用権の新規設定３番の申出に

ついて、ご説明いたします。 

議案書は１５ページをご覧ください。 

この農地は先程、事務局のほうから報告がありました、報告事項

（２）の合意解約された農地です。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書の記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑。 

面積が１筆２，８５０㎡の内９００㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

期間５年間。 



利用目的は、野菜の栽培です。 

借賃は、無償で、使用貸借権となっています。 

申請地は、議案書２０ページをご覧ください。 

場所は、橋から道路の方を上がり、坂を上りきった所を左折し、

下った所から、２００ｍほど入り右折した農道を行った所です。 

ちょっとわかりにくい所です。 

借人は、主に水稲とその他、ブロッコリーとか野菜を手広く栽培

されておられ、年間の作業日数も３００日以上で、農作業に従事し

ておられます。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

１１番委員 

（廣島康雄君） 

はい、議長。 

 

 

議 長 はい、１１番、廣島委員にお願いします。 

 

１１番委員 

 

議第３２号農用地利用集積計画の申出、新規の４番についてご説

明します。 

貸人、借人、土地の所在は、記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに田です。 

２筆合わせて、３，４７８㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１６年３月３１日までの

１０年間です。 

利用目的は、水稲。借賃は、無償です。 

利用権の種類は、使用貸借権です。 

土地の所在は、議案書２１ページをご覧ください。 

借人は、自作地、借地、貸付地が０になっていますが、実兄の畑

を手伝って、畑も少しやっておられて、農作業従事日が２００日と

書いてありまして、確かめましたところ、お兄さんの所を手伝って

いるそうです。 

また、お兄さんが亡くなられたそうで、２，０００㎡ほどの田を

自分で耕したと言っておられ、後日、申請を出すとの事でした。 

貸人は８０歳代、高齢で出来ないということで、譲受人に全て任

せたいということでした。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

９番委員 

（戸次治夫君） 

はい、議長。 

 

 

議 長 はい、９番、戸次委員にお願いします。 

 



９番委員 

 

西本委員に変わり説明します。 

議案書１６ページをご覧ください。 

議第３２号農用地利用集積計画の申出について、利用権は再設定

です。 

番号１番と２番は、借人が同一の為、一緒に説明します。 

番号１番、貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに田です。 

２筆の合計面積が、１，８７７㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの

期間は６年間です。 

利用目的は、水稲です。 

借賃は、無償で、使用貸借権となります。 

経営面積は、自作地が２，８６８㎡、借入地が１２，９４１㎡と

なっています。 

場所は、議案書２２ページをご覧ください。 

道路から学校を過ぎて、約５００ｍほど行った所の右手の道下で

す。 

ここに３筆あります。 

続きまして２番。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに田です。 

面積が、７７９㎡。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの

期間は６年間です。 

利用目的は、水稲です。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

借人の農作業従事日数は、２００日ということで、経営作物は水

稲ということで、再設定ということで何ら問題はないと思います。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、３番と４番です。 

これも借人が同一の為、一緒に説明します。 

土地の所在は議案書記載のとおりです。 

全部の地目は、台帳現況ともに畑です 

面積は、７筆合計の６２，０７２㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

５年間、利用目的は茶です。 

借賃は、議案書記載のとおりです。賃借権となります。 

続きまして、４番。 

貸人、借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、３０，２３７㎡の内１３，８５９㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの

５年間です。 

利用目的は、茶です。 



これも借賃は、議案書記載のとおりです。賃借権となります。 

場所は、議案書２３ページから２５ページをご覧ください。 

ここはいつも綺麗にされていて、よく手入れしてあります。 

借人の状況は、農作業従事日数が２００日ということで、主たる

作物は、茶です。 

これも再設定ということで、何ら問題はないようです。 

言い忘れましたが、３番の貸人の方はお兄さんだそうです。 

よって、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長 

 

担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 
（なしと言うものあり） 

 

議 長 

 

関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は、ご

ざいませんか。 

 

 
（なしと言うものあり） 

 

議 長 

 

御質疑、御意見もないようですので、議第３２号農用地利用集積

計画の申出については、承認してよろしいですか。 

 

 
（異議なしと言うものあり） 

 

議 長 

 

御異議もないようですので、議第３２号農用地利用集積計画の申

出については、承認することに決定いたします。 

次に移ります。 

議第３３号農用地利用集積等促進計画の申出について、を議題と

いたします。 

関係委員の説明をお願いします。 

 

９番委員 はい、議長。 

 

議 長 はい、９番、戸次委員にお願いします。 

 

９番委員 これも西本委員の担当ですので、私の方から説明します。 

議第３３号農用地利用集積等促進計画の申出の１番から６番ま

で、一括して説明します。 

議案書は２９ページをご覧ください。 

本件は、圃場整備の一時利用地となります。 

ここは、令和４年２月１０日に開催された総会で、農地中間管理

機構へ貸借について承認された農地です。 

農地の整理がついたため、本地番が登記されるまでの間、仮地番

として担い手に貸借するものとなります。 



１番から説明させていただきます。 

貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、１，９０３㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

１番から３番まで、転借人が同一のため、３番まで申し上げます。 

続いて２番です。 

貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

４筆あります。 

地目は台帳現況ともに畑です。 

４筆合計、８，５８３㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶です。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

続いて３番です。 

貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

２筆あります。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、２筆合計の２，１５４㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶です。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

場所は、議案書３１ページをご覧ください。 

地図には道路が書いてないんですけど、作業道路として作ってあ

ります。 

実際に、今まで私たちが入った所は、さっき申し上げた所から右

手に１５０ｍほど下った道の両サイドにあります。 

続いて４番ですが、貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載の

とおりです。仮地番です。 

地目は台帳現況ともに畑です。 

面積は、２，１２６㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶。借賃は、無償で、使用貸借権です。 

場所は、議案書３１ページをご覧ください。 

右側に１５０ｍほど行った所の一番先にあります。 

続きまして５番です。 

貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

仮地番です。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、５，１３２㎡です。 



始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶です。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

場所は、議案書３１ページをご覧ください。 

道から離れて、上のほうに上っていった一番上の畑となります。 

次に６番です。 

貸人、転借人、土地の所在は、議案書記載のとおりです。 

仮地番です。 

地目は、台帳現況ともに畑です。 

面積は、３，９１７㎡です。 

始期終期は、令和６年４月１日から令和１４年２月２９日までの

７年１１ケ月です。 

利用目的は、茶です。 

借賃は、無償で、使用貸借権です。 

議案書３１ページをご覧ください。 

この場所は、平成３０年くらいから杭を打って、工事を始める段

取りはしてあったかと思います。 

いつ工事が始まるか心配していましたが、やっと工事が始まりま

した。 

完成したのが、昨年の１０月くらいでした。 

丁度、雨季から始まって、かなり業者は苦労されたようですが、

雨季を外していたら、もっと早く完成したと思います。 

また、議案がまだ早く出てきたなら、作付けのほうも早く出来た

と思いますが、時間がたって草が生える状況になり、管理がしづら

くなったと思います。 

皆さんが早く植えられることを望んでいます。 

よって、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の

各要件を満たしていると考えますので、御審議の程よろしくお願い

いたします。 

 

議 長 担当地区の推進委員から補足説明があれば、お願いします。 

 

 （なしと言うものあり） 

 

議 長 関係委員より詳しく説明がありましたが、御質疑、御意見は、ご

ざいませんか。 

 

７番委員 

（山内英明君） 

５番の貸人が２名。 

転貸人が、公社なんですよ。 

借人が貸人本人なんですよね。 

貸人が本人だから、本人の土地を本人が借りているということに

なっているから、おかしいなと思って戸次委員に聞いたんです。 

 



９番委員 これは、補助事業をするのにあげて、中間管理が一旦借りて、補

助事業をしてから貸し出すという状況。 

 

３番委員 

（中村清治君） 

集積の関係で、県に貸して集積をしないと、補助が国から降りな

いということがあるんです。 

 

議 長 基盤整備だから、元々持っていた土地と、面積が違ってくるから、

登記が出来るまでの間となります。 

 

７番委員 わかりました。 

 

議 長 他にはありませんか。 

御質疑、御意見もないようですので、議第３３号農用地利用集積

等促進計画の申出については、承認してよろしいですか。 

 

 （異議なしと言うものあり） 

 

議 長 御異議もないようですので、議第３３号農用地利用集積等促進計

画の申出については、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８

条第５項の各要件を満たしておりますので、本会の意見として、承

認することに決定いたします。 

 

全提出議案の審議が終わりましたので、これをもちまして、第９

回水俣市農業委員会会議を終了いたします。 

皆様、お疲れ様でした。 
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